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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】健常者はもとより手の不自由な人であっても容
易に取り扱うことができる慶弔用袋を提供する。
【解決手段】慶弔用袋２に含まれる祝儀袋１は、本体部
と、本体部の表面に設けられて紙幣または紙幣を収納し
た中袋を挿脱可能に収納する紙幣収納部４と、本体部に
連続して折り畳みにより本体部および紙幣収納部４の少
なくとも一部を前側から覆い、かつ、折り畳み解除によ
り本体部と紙幣収納部４から離れて双方を露出させる開
閉部５とを備える。そして、開閉部５の表面には、慶事
の種類に対応する水引き７と、のし７ａ、または弔事の
種類に対応する水引きが印刷され、紙幣収納部４の表面
には、慶弔用袋２に相応しい江戸文様６が印刷されてい
る、
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、この本体部の表面に設けられて紙幣または紙幣を収納した中袋を挿脱可能に
収納する紙幣収納部と、前記本体部に連続して折り畳みにより該本体部および紙幣収納部
を前側から覆い、かつ、折り畳み解除により前記本体部と紙幣収納部から離れて双方を露
出させる開閉部とを備えていることを特徴とする慶弔用袋。
【請求項２】
請求項１に記載の慶弔用袋において、
　前記開閉部の表面に慶事の種類に対応する水引きと、のし、または弔事の種類に対応す
る水引きが印刷されていることを特徴とする慶弔用袋。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の慶弔用袋において、
　前記開閉部の折り畳みによって、前記本体部と紙幣収納部の全表面が覆われることを特
徴とする慶弔用袋。
【請求項４】
請求項１または請求項２に記載の慶弔用袋において、
　前記開閉部の折り畳みによって、前記本体部の表面と紙幣収納部の表面の一部が覆われ
ることを特徴とする慶弔用袋。
【請求項５】
請求項３または請求項４に記載の慶弔用袋において、
　前記紙幣収納部の表面に文様が印刷されていることを特徴とする慶弔用袋。
【請求項６】
請求項１～請求項５に記載の慶弔用袋において、
　紙幣を収納して前記紙幣収納部に挿脱可能に収納される中袋を備えていることを特徴と
する慶弔用袋。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、慶弔用袋に係り、詳しくは、紙幣を収納して慶事に差し出す祝儀袋や弔事に
差し出す不祝儀袋あるいは病気見舞に差し出す見舞袋または正月に年玉を入れて子供に差
し出すポチ袋（年玉袋）などを含む慶弔用袋に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、慶弔用袋に含まれる祝儀袋の１つとして、たとえば図６に示す出産祝、合格祝、
長寿祝などのように、繰り返されてもよい慶事に差し出す祝儀袋５０が知られている。
【０００３】
　この祝儀袋５０は、図７（ａ）に示す和紙製の紙シート５１を図７（ｂ）～図７（ｅ）
のように折り畳んで、図６のように、所定の水引き５２を取り外し可能に外嵌した状態で
販売される。
【０００４】
　図７（ａ）の紙シート５１は、表部５３と裏部５４が上下にのびる第１折り畳み線Ｃ１
を挟んで幅方向で隣接し、第１折り畳み線Ｃ１に平行な第２折り畳み線Ｃ２を挟んで裏部
５４と折り込み部５５が幅方向で隣接しており、表部５３と、裏部５４および折り込み部
５５の上側には、幅方向にのびる第３折り畳み線Ｃ３を挟んで上側折り畳み部５６が隣接
しているとともに、表部５３と、裏部５４および折り込み部５５の下側には、幅方向にの
びる第４折り畳み線Ｃ４を挟んで下側折り畳み部５７が隣接している。
【０００５】
　前記祝儀袋５０の使用例について説明する。
　(1)図６に示す購入した祝儀袋５０から水引き５２を取り外す。
　(2)図７（ａ）のように紙シート５１を裏向きに広げる。
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　(3)図７（ａ）のように紙幣５８または紙幣５８を入れた中袋（図示省略）を裏部５４
に乗せる。
　(4)図７（ｂ）のように第２折り畳み線Ｃ２に沿って折り込み部５５を折り畳んで紙幣
５８または紙幣５８を入れた中袋（図示省略）の上に重ねる。
　(5)図７（ｃ）のように第１折り畳み線Ｃ１に沿って表部５３を折り畳んで、図７（ｂ
）に示す折り込み部５５および紙幣５８または紙幣５８を入れた中袋（図示省略）の上に
重ねる。
　(6)図７（ｄ）のように第３折り畳み線Ｃ３に沿って上側折り畳み部５６を折り畳んで
裏部５４の裏面の一部に重ねる。
　(7)図７（ｅ）のように第４折り畳み線Ｃ４に沿って下側折り畳み部５７を折り畳んで
裏部５４の裏面の残る部分および上側折り畳み部５６の一部に重ねる。
　(8)図６のように水引き５２を外嵌して取付ける。
　なお、表部５３への差出人の姓名記入などは、前記(1)の工程の前段または前記(8)の工
程の後に行えばよい。
【特許文献１】特になし。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来の祝儀袋５０では、その使用に際して前述の(1)～(8)工程の作業を必要とする
ので健常者でも取り扱いが煩雑である。特に、前記(1)の水引き５２を取り外す工程およ
び前記(8)の水引き５２を外嵌して取付ける工程は煩雑である。そのため、手の不自由な
人では取り扱いがきわめて困難な問題点を有している。このような取り扱い上の問題点は
、前述の祝儀袋５０のみならず不祝儀袋を含む従来の慶弔用袋全般に言及できる。
【０００７】
　本考案は、このような問題を解決するものであって、その目的とするところは、健常者
はもとより手の不自由な人であっても容易に取り扱うことができる慶弔用袋を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本考案に係る慶弔用袋は、本体部と、この本体部の表面に
設けられて紙幣または紙幣を収納した中袋を挿脱可能に収納する紙幣収納部と、前記本体
部に連続して折り畳みにより該本体部および紙幣収納部を前側から覆い、かつ、折り畳み
解除により前記本体部と紙幣収納部から離れて双方を露出させる開閉部とを備えているこ
とを特徴としている。
【０００９】
　これによれば、使用に際して紙幣を収納する作業工程は、差出人の姓名記入を無視する
と、(1)開閉部の折り畳み解除による紙幣収納部の露出、(2)紙幣収納部への紙幣または紙
幣を収納した中袋の収納、(3)開閉部を折り畳んで本体部および紙幣収納部を前側から覆
う。以上の３工程に簡略化できるばかりか、各工程毎の作業は簡単である。したがって、
健常者はもとより手の不自由な人であっても容易に紙幣を収納することができる。また、
小型化することで、正月に年玉を入れて子供に差し出すポチ袋（年玉袋）としても使用で
きる。
【００１０】
　また、本考案に係る慶弔用袋は、前記開閉部の表面に慶事の種類に対応する水引きと、
のし、または弔事の種類に対応する水引きが印刷されていることを特徴としている。これ
によると、水引きを脱着する手間が省けるばかりか、紙幣を収納して差し出す慶事の種類
や弔事の種類に対応する慶弔用袋は、開閉部の表面に印刷されている水引きによって判断
して選択できる。
【００１１】
　本考案に係る慶弔用袋は、前記開閉部の折り畳みによって、前記本体部の全表面と紙幣
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収納部の全表面を覆うようにしてもよい。これによると、開閉部の表面に形成される姓名
などの記入域が拡大されるので、余裕をもって姓名などを記入できる。
【００１２】
　本考案に係る慶弔用袋は、前記開閉部の折り畳みによって、前記本体部の表面と紙幣収
納部の表面の一部を覆うようにしてもよい。これによると、開閉部の表面に形成される姓
名などの記入域が縮小されるので、姓名などの記入は若干小さい文字に制約される反面、
開閉部によって覆われずに露出する紙幣収納部の表面を慶弔用袋の外観向上に活用するこ
とができる。
【００１３】
　前記開閉部の折り畳みによって、前記本体部の表面と紙幣収納部の表面の一部を覆うよ
うにした慶弔用袋であると、紙幣収納部の表面に文様を印刷することが望ましい。これに
よると、開閉部により本体部の表面と紙幣収納部の表面の一部を覆った状態であっても、
開閉部によって覆われずに露出する紙幣収納部の表面に印刷されている文様を目視できる
。そのため、慶事に差し出す祝儀袋や弔事に差し出す不祝儀袋に相応しい文様を印刷して
おくことによって、慶弔用袋独自の雰囲気を醸し出して値打ちを高めることができる。
【考案の効果】
【００１４】
　本考案に係る慶弔用袋によれば、使用に際して紙幣を収納する作業工程を簡略化できる
ばかりか、各工程毎の作業は簡単であるので、健常者はもとより手の不自由な人であって
も容易に紙幣を収納することができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本考案の好ましい実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本考案に係る慶弔用袋に含まれる祝儀袋の一実施形態を示す正面図、図２は、
図１の開閉部を開いた状態を示す正面図である。
　図１，図２に示す祝儀袋１は、出産祝、合格祝、長寿祝などのように、繰り返されても
よい慶事に差し出すためのもので、本考案の慶弔用袋２に含まれる。
【００１６】
　祝儀袋１は、和紙またはクラフト紙などの紙シートからなり、本体部３と、この本体部
３の表面に重ね合わせて設けられた紙幣収納部４と、本体部３の上側に折り畳み可能に連
続する開閉部５とを備えている。
【００１７】
　本体部３は、上下方向の寸法Ｌが幅寸法Ｗよりも十分に大きい長方形を呈し、紙幣収納
部４は、本体部３と同じ幅寸法Ｗと本体部３の上下方向の寸法Ｌの１／２Ｌよりも少し大
きい上下方向の寸法Ｌ１を有して、その幅方向の両端部４ａ，４ａを本体部３の表面に重
ね合わせて後述する糊付けによって接着されており、その上端と本体部３の表面との間を
後述する紙幣または紙幣を収納した中袋を挿脱するための挿脱口４ｂとして開口している
。また、紙幣収納部４の表面には、前記繰り返されてもよい慶事に相応しい図柄の江戸文
様６が印刷されている。なお、前記江戸文様６の印刷は必ずしも必要ではない。
【００１８】
　開閉部５は、本体部３と同じ幅寸法Ｗと本体部３の上下方向の寸法Ｌの４／５Ｌ程度の
上下方向の寸法Ｌ２を有して本体部３の上側に連続しており、その表面における上下方向
の略中央部には、出産祝、合格祝、長寿祝などのように、繰り返されてもよい慶事に対応
する蝶結びで紅白の水引き７が印刷されているとともに、表面上端部の右隅には、のし７
ａが印刷されている。
【００１９】
　祝儀袋１は、図３（ａ）の二点鎖線で示す和紙またはクラフト紙などの原紙８をトムソ
ン加工によって裁断することにより、実線で示すように、幅方向にのびる第１折り畳み線
Ｃ１を挟んで本体部３の上側に開閉部５が隣接し、幅方向にのびる第２折り畳み線Ｃ２を
挟んで本体部３の下側に紙幣収納部４が隣接するとともに、本体部３の幅方向両側に上下
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方向にのびる左右一対の第３折り畳み線Ｃ３を挟んで外側に少し張り出す一対の糊付け片
９を設けた紙シート１０が型取りされる。
【００２０】
　前記紙シート１０において、左右一対の第３折り畳み線Ｃ３に沿って一対の糊付け片９
を折り畳んで図３（ｂ）のように本体部３の上に重ね、各糊付け片９の表面に、斜線で示
す糊付け１１を施す。続いて、第２折り畳み線Ｃ２に沿って紙幣収納部４を折り畳んで、
図２に示すように、各糊付け片９および本体部３の上に重ねて、糊付け片９に対向する紙
幣収納部４の幅方向両端部の裏面を各糊付け片９に接着し、さらに、第１折り畳み線Ｃ１
に沿って開閉部５を折り畳んで、図１に示すように、本体部３と紙幣収納部４の上に重ね
た状態とし、この状態で販売する。
【００２１】
　前記構成の祝儀袋１の使用に際して、後述する紙幣を収納する作業工程について説明す
る。
　まず、図１の状態で、(1)、開閉部５の開放により、その折り畳みを解除して図２のよ
うに紙幣収納部４を露出させる。つぎに、(2)、図２の二点鎖線で示すように、紙幣収納
部４の挿脱口４ｂから紙幣収納部４に紙幣１２を収納する。なお、図示していない中袋に
紙幣１２を収納し、この中袋を挿脱口４ｂから紙幣収納部４に収納してもよい。続いて、
(3)、図１のように、開閉部５を折り畳んで本体部３および紙幣収納部４を前側から覆う
。なお、図１の破線で示す長円１１の位置に、たとえば、透明な粘着シールを粘着するこ
とで、開閉部５の自然発生的な開放を防止できる。また、開閉部５の表面への差出人の姓
名記入などは、前記(1)の工程の前段または前記(3)の工程の後に行えばよい。
【００２２】
　このように、本考案に係る祝儀袋１は、紙幣１２を収納する作業を、前記(1)～(3)の３
工程に簡略化できる。しかも、各工程毎の作業は簡単であるので、健常者はもとより手の
不自由な人であっても紙幣１０の収納を容易に行うことができる。
【００２３】
　また、開閉部５の表面には、水引き７およびのし７ａなどが印刷されているので、従来
のように、水引きを脱着する手間が省けるばかりか、紙幣１２を収納して差し出す慶事の
種類や弔事の種類に対応する慶弔用袋２は、開閉部５の表面に印刷されている水引き７の
種類と、のし７ａの有無に基づいて判断して選択できる。
【００２４】
　本実施形態では、開閉部５の上下方向の寸法Ｌ１を本体部３の上下方向の寸法Ｌの４／
５程度に設定していることで、開閉部５の表面に形成される姓名などの記入域が縮小され
て、姓名などの記入は若干小さい文字に制約されるものの、図１の状態では江戸文様６の
一部が露出して目視できる。そのため、祝儀袋１独自の雰囲気を醸し出して、その値打ち
を高めることができる。
【００２５】
　図４に示すように、開閉部５の折り畳みによって、本体部３の全表面と紙幣収納部４の
全表面を覆う構成、つまり、開閉部５の上下方向の寸法Ｌ２を本体部３の上下方向の寸法
Ｌと同じ大きさに設定した構成であってもよい。このような構成であると、開閉部５の表
面に形成される姓名などの記入域が拡大されるので、余裕をもって姓名などを記入できる
。また、差し出し人が紙幣１２または紙幣１２を収納した中袋（図示省略）を紙幣収納部
４に収納する際、あるいは、受け取り人が紙幣収納部４から紙幣１２または紙幣１２を収
納した中袋を取り出す際に、開閉部５を開放することで、紙幣収納部４表面の江戸文様６
（図２参照）を目視できる。
【００２６】
　前記実施形態では、本体部３の上側に開閉部５を連続させた構成で説明しているが、図
５（ａ），図５（ｂ）の二点鎖線で示す和紙またはクラフト紙などの原紙８をトムソン加
工によって裁断することにより、実線で示すように、上下にのびる第４折り畳み線Ｃ４を
挟んで、本体部３の一側（図５（ａ），図５（ｂ）では本体部３の左側）に開閉部５を連
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実施形態と同様の作用・効果を奏して目的を達成することができる。なお、図５（ａ），
図５（ｂ）において、図３（ａ）と同一または相当部分には、同一符号を付して重複する
構造および作用の説明は省略する。
【００２７】
　前記各実施形態で説明した祝儀袋１は、開閉部５の表面に、出産祝、合格祝、長寿祝な
どのように、繰り返されてもよい慶事に対応する蝶結びで紅白の水引き７を印刷している
が、結婚祝や快気祝のように繰り返しを嫌う慶事であれば、開閉部５の表面に結び切りで
紅白の水引き７が印刷されている祝儀袋１を選択して使用すればよい。また、弔事に差し
出す不祝儀袋（図示省略）では、開閉部５の表面に結び切りで黒白または黄白などの水引
き７が印刷されている不祝儀袋を選択して使用すればよい。さらに、前記各実施形態で説
明した祝儀袋１を小型化することで、正月に年玉を入れて子供に差し出すポチ袋（年玉袋
）として使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】慶弔用袋に含まれる祝儀袋の一実施形態を示す正面図である。実施形態を示す正
面図である。
【図２】図１の開閉部を開いた状態を示す正面図である。
【図３】図３（ａ）は紙シートの正面図であり、図３（ｂ）は糊付け片を折り畳んで本体
部の上に重ねた状態を示す正面図である。
【図４】慶弔用袋に含まれる祝儀袋の他の実施形態を示し、図１に相当する正面図である
。
【図５】図５（ａ）は紙シートの他の実施形態を示す正面図であり、図５（ｂ）は図５（
ａ）の変形例を示す正面図である。
【図６】祝儀袋の従来例を示す正面図である。
【図７】図７（ａ）～図７（ｅ）は、紙シートの折り畳み手順を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　祝儀袋
　２　慶弔用袋
　３　本体部
　４　紙幣収納部
　５　開閉部
　６　文様（江戸文様）
　７　水引き
　７ａ　のし
　１２　紙幣



(7) JP 3145555 U 2008.10.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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